
 

 

                                                                                                                             

            

令 和 ８ 年 ６ 月 ４ 日  

県土整備部道路環境課 

０４３－２２３－３１４０  

 

県管理道路の通行規制について 

 

 

１ 路線箇所名  県道大多喜
お お た き

里見
さ と み

線  市原市月出
つ き で

地先 

 

２ 規制内容  全面通行止め 

 

３ 規制期間  令和８年６月４日から対策完了まで 

 

４ 被災状況  道路のり面におけるコンクリートの亀裂 

 

５ 迂回路  別紙のとおり 

 

６ その他  この規制に伴う孤立集落はありません。 

 

７ 問合せ先  千葉県道路環境課企画班 

電話０４３－２２３－３１４０ 

台風６号の通過後に、県管理の道路について、安全を確認するための

パトロールを実施したところ、県道大多喜
お お た き

里見
さ と み

線（市原市 月
つき

出
で

地先）において、

道路のり面に吹き付けているコンクリートに亀裂が確認されたため、

全面通行止めを行っています。 

現在、被災状況の詳細な調査を行っており、対策が完了するまでの間、

通行規制を実施します。 

道路利用者の方々には御迷惑をおかけいたしますが、御理解・御協力を

いただきますようお願いいたします。 

報道資料 千 葉 県 

Chiba Prefectural Government 



別紙 

・迂回路 

 

 

・現地状況 

 


